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総合的な物流対策の推進について

先般、物流施策の基本的な方向性を示す総合物流施策大綱が改訂され、「総合物流

施策大綱（2021年度～2025年度）」（令和３年６月15日閣議決定。以下「大綱」とい

う。別添１及び別添２参照）が策定された。

道路交通に多大な影響を及ぼす貨物輸送等の物流対策を推進することは、道路にお

ける交通の安全と円滑を図る上で重要なことであり、また、環境負荷の低減にも資す

るものである。

警察として、大綱に盛り込まれた各種取組（別添３）を積極的に推進するとともに、

関係行政機関、運輸事業者、荷主等に対し、交通の安全と円滑の確保への理解と協力

を求めるほか、荷さばき施設等の整備、共同輸配送等の働き掛けをより一層強め、物

流関係の交通需要を削減するよう努められたい。

なお、「総合的な物流対策の推進について」（平成30年２月１日付け警察庁丁規発

第４号）は廃止する。
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